
 
 

個別避難計画作成までのフロー 

    

市 
避難支援等関係者 

（町会、自主防災組織等） 
民生委員 避難行動要支援者 

    

    

 
   

・個別避難計画の作成優先度が高い避難行動要支援者を抽出する。 

 →上記対象者について、①「災害リスク」欄を記入した名簿登録申請書（新様式）を作成する。 

なお、既に名簿登録している者については、②名簿登録申請書（現行様式）の写しを添付する。 

・③地域マップを作成する。 

 →災害リスクと避難行動要支援者（名簿登録者及び未登録者）の居所情報を反映させたもの。 

 

 

    

    

    

    

  

・民生委員やケアマネージャー、相談支援 

専門員に対し、事前に①の申請書を渡す。 

（名簿登録者の場合は②の申請書の写しも 

併せて渡す） 

    

    

    

    

 
   

  

   

 

＜説明会＞ 

・個別避難計画作成の必要性を説明するとともに、③の地域マップを用いて 

避難行動要支援者数及び地域支援者の選任を要する人数等、地域の全体像 

を共有する。 

 

＜支援会議＞ 

 ・地域支援者の選任及び依頼 

 ・避難先や避難支援の方法を協議 など 

    

    

    

    

    

・完成した個別避難計画（写）を、避難行動要支援者・地域支援者・自主防災組織（町会）に郵送。 

・個別避難計画の管理。 

個別避難計画完成 

個別避難計画作成 

※民生委員による聞き取り 

準備 

＜地域説明会＞及び＜支援会議＞ 

※必要に応じて、地域包括支援センターや 

居宅介護支援事業所、相談支援事業所 

なども参加 
支援会議の内容をもと 

に改めて個別避難計画 

を作成する。 

完成した個別避難 

計画は、支援会議 

で報告する。 

未完成 


